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評

鎌
田
元
一
著

『
律
令
公
民
制
の
研
究
』

大
　
　
津

透

　
鎌
田
元
～
氏
が
、
大
化
前
代
か
ら
八
世
紀
に
い
た
る
多
年
の
研
究
成
果
を

一
書
に
ま
と
め
ら
れ
た
。
題
し
て
『
律
令
公
民
制
の
研
究
隔
、
六
五
〇
頁
を

こ
え
る
大
著
で
あ
る
。
全
体
は
二
部
に
わ
か
れ
、
第
一
部
に
は
倭
政
権
の
支

配
構
造
と
公
民
制
の
成
立
葡
史
に
関
す
る
七
章
を
、
第
二
部
に
は
律
令
国
家

の
公
民
支
配
を
明
ら
か
に
す
る
十
｝
章
を
設
け
て
い
る
。

　
菲
才
な
評
者
が
こ
の
書
評
を
お
引
き
受
け
し
た
の
は
、
著
者
が
大
化
前
代

の
国
制
を
正
面
か
ら
実
証
的
に
論
ず
る
点
で
、
現
在
の
学
界
で
数
少
な
い
存

在
で
あ
り
、
そ
の
点
で
本
書
の
出
版
は
学
界
に
と
っ
て
大
き
な
意
味
が
あ
る

と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。
率
直
に
い
っ
て
、
今
日
の
古
代
史
研
究
は
行
き
詰

ま
っ
て
い
る
と
感
じ
る
こ
と
も
あ
り
、
論
文
も
明
確
な
目
的
意
識
に
欠
け
る

も
の
が
目
に
つ
く
。
奈
良
時
代
な
り
平
安
時
代
の
そ
の
時
代
の
あ
る
事
象
を

と
り
上
げ
た
だ
け
で
、
全
体
像
が
不
明
で
、
学
問
の
面
白
さ
を
失
っ
て
い
る
。

そ
の
理
由
の
一
つ
に
、
若
手
研
究
者
や
学
生
が
大
化
前
代
の
国
辱
に
殆
ど
関

心
を
も
っ
て
い
な
い
こ
と
が
あ
る
と
思
う
。
し
か
し
お
そ
ら
く
、
十
世
紀
初

め
く
ら
い
ま
で
の
国
家
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
大
化
前
代
の
氏
族
制
な
ど

の
理
解
は
不
可
欠
で
あ
り
、
古
い
固
有
の
国
制
は
そ
の
こ
ろ
ま
で
存
続
す
る

と
思
う
。
本
書
は
、
大
化
前
代
の
国
制
研
究
と
し
て
、
数
年
前
に
出
版
さ
れ

た
吉
村
武
彦
氏
の
『
日
本
古
代
の
社
会
と
国
家
』
な
ど
と
と
も
に
、
現
在
の

研
究
水
準
を
示
し
た
も
の
で
あ
り
、
広
く
読
ま
れ
、
学
問
の
活
性
化
に
つ
な

が
る
こ
と
を
希
う
。
そ
の
点
で
小
文
が
役
に
立
て
ば
と
思
う
も
の
で
あ
る
。

二

　
第
～
部
「
公
民
鋼
の
形
成
過
程
」
の
う
ち
で
も
、
も
っ
と
も
早
く
書
か
れ

た
の
は
、
V
「
評
の
成
立
と
国
造
」
（
初
発
表
一
九
七
七
年
）
で
あ
る
。
戦

後
の
大
化
改
新
の
研
究
史
の
中
で
、
孝
徳
朝
に
全
面
的
に
評
が
設
置
さ
れ
た

こ
と
を
主
張
し
、
現
在
に
い
た
る
大
化
改
新
の
理
解
を
さ
さ
え
て
い
る
、
画

期
的
な
論
考
で
あ
る
。
ま
ず
『
常
陸
国
風
土
記
』
の
書
評
記
事
を
分
析
し
、

各
二
名
の
選
評
申
請
者
は
初
代
の
評
島
人
、
（
評
督
∵
助
督
の
二
等
富
制
）

で
あ
り
、
そ
れ
は
新
置
さ
れ
た
コ
ホ
リ
の
み
記
事
が
残
っ
て
い
る
の
で
、
大

化
五
年
に
全
面
的
に
建
評
さ
れ
た
と
す
る
。
国
造
の
ク
ニ
が
そ
の
後
も
存
続

し
た
と
は
考
え
ら
れ
ず
、
国
造
名
と
は
一
致
し
な
い
名
称
を
も
っ
た
評
に
分

割
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
建
評
後
も
国
造
一
族
は
な
お
国
造
と
し
て
の
身
分
・

地
位
を
保
ち
、
一
定
の
機
能
を
果
た
し
て
い
た
と
す
る
。
評
制
の
意
義
は
、

の
ち
の
五
十
戸
一
里
の
編
戸
に
つ
な
が
り
、
部
民
制
の
廃
止
に
対
応
し
、
下

墨
制
に
よ
る
タ
テ
割
り
の
収
奪
体
系
を
揚
棄
し
公
民
か
ら
の
統
一
的
な
収
奮

に
あ
る
と
位
置
づ
け
て
い
る
。
一
方
で
国
造
制
は
、
評
制
と
次
元
を
異
に
し

て
重
な
り
あ
っ
て
存
在
し
、
評
制
下
に
お
い
て
も
旧
部
民
を
越
え
る
範
囲
で

は
国
造
を
頂
点
と
す
る
在
地
の
族
制
的
支
配
に
依
存
し
て
い
た
の
で
、
国
造

制
は
天
武
四
年
頃
ま
で
は
実
質
的
機
能
を
果
た
し
た
と
す
る
。
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こ
こ
で
主
張
さ
れ
て
い
る
孝
徳
朝
に
お
け
る
面
壁
立
評
は
、
大
化
改
新
の

存
在
を
全
面
的
に
肯
定
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
論
文
は
『
日
本
史
研
究
撫

に
掲
載
さ
れ
た
も
の
だ
が
、
当
時
の
日
本
史
研
究
会
で
は
大
化
改
新
否
定
説

が
全
面
的
に
展
開
し
て
い
た
。
こ
の
論
考
の
発
表
に
は
、
今
日
の
我
々
に
わ

か
ら
な
い
苦
労
と
勇
気
が
必
要
だ
っ
た
と
思
い
、
著
者
の
実
証
的
研
究
の
重

み
に
改
め
て
敬
意
を
払
い
た
い
と
思
う
。

　
W
「
評
制
施
行
の
歴
史
的
前
提
」
（
一
九
八
○
年
）
は
、
続
日
本
紀
の
写

本
研
究
を
通
し
て
、
県
犬
養
連
が
郡
犬
養
連
と
表
記
さ
れ
た
例
を
指
摘
し
、

県
は
コ
ホ
リ
と
読
ま
れ
、
大
化
前
代
に
コ
ホ
リ
が
実
在
し
、
屯
倉
を
中
核
と

す
る
土
地
と
人
罠
に
対
す
る
支
配
の
総
体
が
コ
ホ
リ
と
呼
ば
れ
た
と
す
る
。

旧
来
の
倭
政
権
の
内
廷
に
直
結
す
る
ア
ガ
タ
も
次
第
に
コ
ホ
リ
化
が
進
み
、

コ
ホ
リ
の
支
配
は
中
央
集
権
的
支
配
へ
の
方
向
を
含
み
、
国
造
制
を
打
破
す

る
方
向
を
も
っ
た
と
す
る
。

　
W
「
那
須
国
造
碑
文
の
「
国
家
」
」
（
一
九
八
二
年
）
は
、
そ
こ
に
み
え
る

「
国
家
棟
梁
」
に
つ
い
て
、
こ
れ
を
那
須
の
ク
ニ
と
し
た
り
、
さ
ら
に
七
世

紀
宋
ま
で
国
造
の
ク
ニ
が
存
続
し
た
と
す
る
見
方
を
否
定
し
、
天
皇
の
朝
廷

に
仕
え
て
い
る
こ
と
を
謳
っ
て
い
る
と
す
る
。
評
制
の
施
行
を
遅
ら
せ
て
考

え
る
論
拠
と
さ
れ
る
史
料
を
批
判
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
亘
「
「
部
」
に
つ
い
て
の
基
本
的
考
察
」
（
～
九
八
四
年
）
は
、
部
に
関
す

る
諸
概
念
を
明
ら
か
に
し
た
も
の
。
品
部
を
、
天
皇
・
朝
廷
所
属
の
職
業
部

と
す
る
井
上
光
貞
説
は
根
拠
が
な
く
、
大
王
以
下
豪
族
が
所
有
す
る
シ
ナ
ジ

ナ
の
部
、
部
一
般
を
さ
し
、
興
部
（
べ
）
と
は
王
権
へ
の
従
属
・
奉
仕
の
面

か
ら
と
ら
え
た
語
で
あ
り
、
同
じ
も
の
を
豪
族
の
領
有
の
面
か
ら
表
現
し
た

の
が
部
曲
（
カ
キ
）
の
語
で
あ
る
。
～
般
に
名
代
・
子
代
と
さ
れ
る
王
名

（
王
宮
名
）
を
付
す
部
は
す
べ
て
子
代
の
部
と
す
べ
き
で
、
御
名
入
部
（
御

名
代
）
は
そ
の
う
ち
王
族
の
ミ
ブ
ベ
に
あ
て
ら
れ
た
も
の
が
大
化
当
時
に
皇

子
等
に
私
有
下
に
あ
っ
た
も
の
で
あ
る
。
子
代
は
、
王
権
へ
の
帰
属
が
強
く

意
識
さ
れ
た
も
の
だ
が
、
一
方
で
豪
族
所
有
の
部
（
カ
キ
）
で
も
あ
り
、
重

層
的
に
所
有
さ
れ
て
い
る
と
の
べ
る
。
そ
し
て
こ
う
し
た
部
の
廃
止
は
、
大

化
二
年
八
月
の
晶
部
廃
止
詔
に
よ
っ
て
全
道
的
に
命
ぜ
ら
れ
た
も
の
で
、
大

化
二
年
三
月
の
皇
太
子
奏
で
の
「
皇
祖
大
兄
御
名
入
部
」
と
屯
倉
の
献
上
は
、

そ
の
先
触
れ
の
演
出
だ
っ
た
。

　
至
論
「
部
民
制
の
構
造
と
展
開
」
（
一
九
八
四
年
）
で
は
、
氏
姓
制
と
の

関
係
で
論
じ
、
稲
荷
山
古
墳
鉄
剣
銘
か
ら
、
地
方
豪
族
を
「
ト
モ
扁
に
組
織

し
、
そ
れ
を
中
央
の
「
ト
モ
ノ
ミ
ヤ
ツ
コ
」
（
ヲ
ワ
ケ
）
が
統
轄
す
る
体
制

が
雄
略
朝
に
成
立
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
り
、
岡
田
山
一
号
墳
鉄
刀
銘
か
ら

六
世
紀
後
半
に
は
出
雲
に
部
民
制
が
貫
徹
し
、
総
称
も
成
立
し
た
と
す
る
。

部
民
制
の
本
質
は
、
王
権
に
隷
属
し
た
諸
集
団
に
奉
仕
を
義
務
づ
け
る
倭
政

権
の
統
治
方
式
で
あ
り
、
四
一
五
世
紀
の
ト
モ
制
に
よ
る
支
配
の
全
国
化
に

よ
り
成
立
す
る
と
論
ず
る
。
井
上
光
貞
氏
等
の
、
今
来
才
伎
渡
来
以
来
の
官

司
鋼
展
開
の
中
で
部
民
制
を
捉
え
る
視
点
の
問
題
を
明
ら
か
に
し
、
著
者
の

理
解
の
意
図
を
明
確
に
述
べ
、
有
益
な
付
論
で
あ
る
。

　
灘
「
日
本
古
代
の
「
ク
ニ
ヒ
（
一
九
八
八
年
）
は
、
ア
メ
ー
ツ
チ
の
対
比

と
別
に
、
政
治
的
概
念
で
あ
る
ア
メ
ー
ク
ニ
が
あ
り
、
ク
ニ
は
人
間
社
会
に

結
び
つ
く
領
域
で
あ
る
と
の
べ
る
。
ク
ニ
の
支
配
者
が
ク
ニ
ヌ
シ
だ
が
、
ア

ガ
タ
ヌ
シ
に
比
し
て
用
例
が
少
な
く
、
五
世
紀
末
か
ら
六
世
紀
に
国
造
制
が

成
立
す
る
と
、
首
長
は
ク
ニ
ノ
ミ
ヤ
ツ
コ
と
称
さ
れ
、
ク
ニ
の
部
族
的
体
制

が
解
体
さ
れ
、
倭
政
権
の
地
方
官
僚
と
し
て
の
性
格
を
帯
び
る
よ
う
に
な
る
。

統
～
国
家
形
成
の
過
程
を
、
ク
ニ
ヌ
シ
↓
ア
ガ
タ
ヌ
シ
↓
国
造
↓
令
制
国
の

時
代
と
い
う
ク
ニ
ヌ
シ
の
没
落
過
程
と
し
て
図
式
的
に
整
理
し
て
い
る
。
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評書

　
W
「
屯
倉
制
の
展
開
」
（
一
九
九
三
年
）
は
、
屯
倉
の
本
質
を
地
方
支
配

の
た
め
の
軍
事
的
拠
点
（
A
型
屯
倉
）
と
し
、
田
地
を
伴
う
屯
倉
を
B
型
と

し
、
六
世
紀
前
半
～
推
古
朝
に
A
型
か
ら
B
型
へ
の
発
展
を
想
定
し
、
前
期

屯
倉
を
否
定
す
る
舘
野
和
己
氏
の
説
を
批
判
し
た
も
の
。
ミ
ヤ
ケ
の
文
字
表

記
の
中
心
に
「
屯
田
」
が
あ
り
、
ミ
ヤ
ケ
は
ミ
タ
と
密
接
に
関
連
し
、
農
業

経
営
の
拠
点
で
あ
り
、
田
地
・
倉
庫
・
耕
作
民
を
要
素
と
し
た
。
六
世
紀
の

屯
倉
制
の
全
国
的
展
開
は
、
国
造
支
配
領
域
の
内
部
に
、
倭
政
権
の
直
接
的

な
領
域
支
配
の
原
理
が
持
ち
こ
ま
れ
た
こ
と
に
意
義
が
あ
る
と
す
る
。
さ
ら

に
屯
倉
と
関
係
の
深
い
子
代
に
つ
い
て
、
特
定
の
王
族
の
屯
倉
の
所
有
が
、

王
族
が
伝
領
す
る
ミ
ブ
の
子
代
と
の
同
～
視
を
招
い
た
と
す
る
。
ま
た
大
化

前
代
の
コ
ホ
リ
の
実
体
は
屯
倉
で
あ
り
、
国
造
の
領
域
内
の
屯
倉
の
土
地
と

人
民
に
対
す
る
支
配
の
総
体
が
コ
ホ
リ
と
称
さ
れ
、
後
の
評
制
の
歴
史
的
前

提
を
な
す
と
述
べ
て
い
る
。
第
一
部
の
な
か
で
は
、
具
体
的
な
論
点
が
乏
し

く
、
や
や
歯
切
れ
が
悪
い
。

　
1
「
七
世
紀
の
日
本
列
島
」
（
一
九
九
四
年
）
は
、
公
民
制
の
成
立
過
程

を
中
心
と
す
る
七
世
紀
の
通
史
で
あ
る
。
前
述
の
部
民
制
・
屯
倉
制
の
理
解

を
ふ
ま
え
、
推
古
朝
に
、
大
后
や
太
子
の
地
位
が
制
度
化
さ
れ
、
薪
た
な
部

の
設
置
が
見
ら
れ
な
い
一
方
、
私
部
・
壬
生
部
な
ど
そ
の
地
位
に
付
属
す
る

も
の
と
し
て
子
代
が
制
度
化
さ
れ
、
屯
倉
制
も
展
開
す
る
と
す
る
。
六
世
紀

を
通
じ
て
倭
政
権
の
豊
国
支
配
体
制
が
展
開
し
た
こ
と
は
、
王
権
の
超
越
化

を
も
た
ら
し
、
氏
姓
制
度
の
成
立
に
よ
り
部
民
制
秩
序
に
笛
摂
さ
れ
た
中
央

地
方
の
諸
集
団
全
体
が
王
民
と
観
念
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
領
域
編
成
の
原

理
を
持
ち
こ
む
こ
と
に
よ
り
部
民
制
か
ら
公
民
制
へ
転
換
す
る
の
で
あ
る
。

大
化
改
新
に
つ
い
て
は
、
部
の
廃
止
の
み
を
否
定
す
べ
き
根
拠
は
な
く
、
ま

ず
在
地
の
支
配
関
係
や
人
ロ
・
田
地
を
調
べ
る
使
者
が
各
地
へ
派
遣
さ
れ
、

大
化
二
年
の
中
大
兄
に
よ
る
御
名
入
部
と
屯
倉
の
献
上
と
い
う
政
治
的
演
出

を
へ
て
部
の
全
面
的
廃
止
が
宣
善
面
さ
れ
、
旧
来
の
部
の
カ
キ
の
側
面
は
否
定

さ
れ
た
と
す
る
。
天
智
朝
に
諸
豪
族
の
序
列
化
と
民
部
・
家
部
の
確
定
に
よ

り
豪
族
の
現
実
の
人
民
所
有
に
統
制
を
加
え
、
天
武
四
年
の
部
曲
廃
止
で
、

国
家
に
よ
る
全
一
的
な
人
民
支
配
体
勢
が
確
立
し
た
。
孝
徳
朝
の
評
制
施
行

は
、
廃
止
し
た
旧
部
民
を
一
元
支
配
す
る
こ
と
を
目
指
し
た
が
、
複
雑
な
所

属
関
係
は
残
り
、
五
十
戸
一
里
の
領
域
的
編
戸
は
天
武
十
～
十
二
年
ご
ろ
実

施
さ
れ
た
。
五
十
戸
の
編
成
は
旧
部
民
に
源
流
が
あ
り
、
大
化
～
天
智
朝
に

み
え
る
と
す
る
。
初
出
時
、
岩
波
講
座
の
七
世
紀
の
通
史
と
し
て
は
テ
ー
マ

が
限
定
さ
れ
す
ぎ
て
い
て
違
和
感
を
も
っ
た
が
、
本
書
の
冒
頭
に
は
ふ
さ
わ

し
い
総
論
で
あ
る
。三

　
第
｝
部
の
特
畏
は
、
評
制
の
孝
徳
朝
に
お
け
る
全
面
的
施
行
を
論
証
し
、

大
化
改
新
肯
定
説
が
学
会
の
主
流
に
な
る
論
拠
と
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
第

工
に
、
部
民
制
に
つ
い
て
独
自
の
理
解
を
示
し
、
大
化
前
代
の
国
家
支
配
の

あ
り
方
に
新
鮮
な
論
点
を
示
し
た
こ
と
も
、
研
究
史
上
大
き
な
意
味
を
も
つ
。

　
と
は
い
え
、
書
評
な
の
で
少
し
気
に
な
っ
た
こ
と
を
述
べ
て
お
こ
う
。
第

一
の
点
に
つ
い
て
は
、
原
秀
三
郎
氏
を
中
心
と
す
る
改
新
否
定
論
に
気
を
使

い
す
ぎ
て
晦
渋
な
感
じ
が
あ
る
。
前
述
の
よ
う
に
当
時
の
状
況
で
は
苦
労
が

多
か
っ
た
と
拝
察
す
る
が
、
今
日
の
眼
か
ら
み
れ
ば
も
っ
と
明
瞭
に
主
張
で

き
る
だ
ろ
う
。
大
化
二
年
三
月
の
中
大
兄
に
よ
る
政
治
的
演
出
に
よ
り
部
が

廃
止
さ
れ
る
の
だ
か
ら
、
そ
の
正
月
の
改
新
詔
第
一
条
は
、
の
ち
の
も
の
で

実
際
に
出
さ
れ
た
も
の
で
な
い
と
す
る
著
者
の
論
は
、
数
ヵ
月
の
差
で
あ
れ

ば
先
に
方
針
が
寛
せ
ら
れ
た
と
す
る
方
が
わ
か
り
や
す
く
、
こ
こ
で
改
新
詔
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を
否
定
す
る
こ
と
に
ど
れ
ほ
ど
意
味
が
あ
る
か
わ
か
ら
ず
、
著
者
の
説
を
ふ

ま
え
れ
ば
改
新
詔
の
肯
定
を
説
い
た
方
が
す
っ
き
り
す
る
よ
う
に
思
え
て
な

ら
な
い
。
そ
も
そ
も
改
薪
否
定
論
は
、
改
新
詔
を
否
定
す
る
だ
け
で
な
く
、

孝
徳
朝
の
政
策
を
日
本
書
紀
編
者
の
歴
史
観
と
し
、
天
智
あ
る
い
は
天
武
朝

に
お
い
て
公
地
公
民
制
が
進
め
ら
れ
た
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
改
新
詔
と
そ

の
数
ヵ
月
後
の
詔
と
の
先
後
を
論
ず
る
こ
と
と
は
質
が
違
う
だ
ろ
う
。

　
第
二
の
点
に
つ
い
て
は
、
部
民
制
を
、
大
和
朝
廷
の
原
初
的
官
司
制
と
し

て
で
な
く
、
諸
豪
族
に
よ
る
人
民
の
分
割
所
有
と
い
う
地
方
支
配
と
し
て
一

義
的
に
考
え
る
べ
き
だ
と
の
著
者
の
主
張
、
さ
ら
に
そ
の
部
民
を
廃
比
し
て

王
民
と
す
る
こ
と
に
対
応
し
て
評
制
が
施
行
さ
れ
る
と
す
る
絹
張
は
、
大
化

前
代
の
国
網
の
重
要
な
一
面
を
鋭
く
指
摘
し
て
い
る
こ
と
は
疑
い
な
い
。
し

か
し
な
が
ら
、
著
者
も
言
う
よ
う
に
「
部
民
制
・
国
造
制
・
屯
倉
制
の
い
ず

れ
を
と
っ
て
も
、
そ
の
具
体
的
な
内
容
と
な
る
と
不
明
な
点
が
多
く
」
（
一

二
〇
頁
）
、
相
互
の
関
係
が
問
題
に
な
る
。
特
に
著
者
が
国
造
制
に
つ
い
て

低
い
評
価
を
与
え
る
（
と
い
う
よ
り
具
体
的
論
及
が
少
な
い
）
こ
と
が
、
評

者
と
し
て
は
引
っ
か
か
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
石
母
田
正
氏
は
噸
日
本
の
古
代
国
家
臨
に
お
い
て
、
大
化
改
新
の
史
的
意

義
を
、
王
民
制
か
ら
公
民
制
へ
の
転
換
で
あ
り
、
そ
れ
は
人
民
の
地
域
的
編

成
、
つ
ま
り
評
の
編
成
と
し
て
人
民
を
居
柱
地
に
お
い
て
包
括
的
に
把
握
す

る
こ
と
で
あ
る
と
論
じ
、
東
国
国
司
詔
な
ど
で
改
新
が
国
造
を
対
象
と
す
る

こ
と
を
あ
げ
、

　
　
国
造
が
在
地
に
お
け
る
改
新
の
主
体
と
し
て
前
面
に
出
て
き
た
こ
と
は

　
　
あ
き
ら
か
で
あ
る
。
「
国
造
等
」
が
伴
造
を
ふ
く
む
と
し
て
も
、
両
者

　
　
は
今
や
国
造
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
る
と
こ
ろ
に
、
私
は
特
別
の
意
義
を

　
　
み
る
の
で
あ
る
。
王
民
制
か
ら
公
民
制
へ
、
ま
た
国
勢
の
身
分
的
、
族

　
　
制
的
編
成
か
ら
領
域
的
国
家
へ
の
転
換
の
政
策
は
、
改
新
政
府
に
と
つ

　
　
て
は
、
そ
の
権
力
の
基
盤
を
、
圓
造
制
に
お
く
か
、
ま
た
は
伴
造
制
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

　
　
お
く
か
と
い
う
選
択
の
問
題
と
し
て
存
在
し
た
と
み
る
か
ら
で
あ
る
。

と
述
べ
る
。
つ
ま
り
、
大
化
前
代
に
お
け
る
伴
造
制
（
部
民
制
と
い
っ
て
も

よ
い
）
の
タ
テ
割
り
的
支
配
と
国
造
制
の
領
域
的
支
配
の
二
つ
の
う
ち
の
後

者
に
基
盤
を
お
い
て
評
を
編
成
し
て
い
っ
た
の
が
大
化
改
新
で
あ
り
、
国
造

が
評
造
に
転
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
純
粋
な
領
域
支
配
へ
転
化
し
、
国
造

の
も
つ
伴
造
的
側
面
は
捨
象
さ
れ
て
ゆ
く
と
考
え
て
い
る
。
国
造
制
を
基
礎

に
し
て
、
評
制
そ
し
て
律
令
国
家
の
人
民
支
配
が
成
立
す
る
の
で
あ
る
。

　
右
の
石
母
田
氏
の
明
快
な
議
論
を
否
定
す
る
ほ
ど
の
説
得
力
は
な
い
の
で

は
、
と
い
う
の
が
率
直
な
読
後
感
で
あ
る
。
具
体
的
に
言
え
ば
、
同
じ
大
化

五
年
前
面
立
評
説
に
た
ち
な
が
ら
、
国
造
の
ク
ニ
が
評
に
な
っ
た
こ
と
を
あ

げ
（
佐
渡
・
志
摩
な
ど
一
国
が
一
書
と
な
っ
た
例
も
あ
る
）
、
国
造
制
を
も

と
に
評
制
が
編
成
さ
れ
、
律
令
制
以
前
の
地
方
支
配
は
ク
ニ
お
よ
び
国
造
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

依
存
す
る
体
制
で
あ
っ
た
と
す
る
森
公
章
氏
の
説
の
方
に
親
近
感
を
覚
え
る
。

そ
も
そ
も
郡
司
は
国
造
か
ら
と
る
こ
と
は
改
新
詔
や
選
叙
令
に
規
定
が
あ
り
、

国
造
か
ら
評
官
人
へ
の
移
行
は
質
の
差
を
ど
う
考
え
る
か
を
別
に
す
れ
ば
議

論
の
前
提
で
あ
り
、
早
川
庄
八
氏
が
大
化
の
東
国
国
司
の
任
務
が
評
官
人
の

候
補
者
を
連
れ
て
か
え
り
試
練
を
行
な
う
こ
と
で
、
そ
の
時
国
造
が
主
た
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

対
象
だ
っ
た
こ
と
を
解
明
し
た
こ
と
も
傍
証
に
な
る
だ
ろ
う
。
著
者
が
、
旧

部
民
の
部
分
が
評
制
の
領
域
支
配
に
な
り
、
評
制
と
別
次
元
に
お
い
て
国
造

制
が
存
在
す
る
と
述
べ
る
こ
と
は
、
い
さ
さ
か
わ
か
り
に
く
い
。

　
吉
田
晶
氏
も
述
べ
る
よ
う
に
、
国
造
制
は
「
凡
直
」
国
造
の
よ
う
に
広
域

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

の
領
域
支
配
を
行
な
う
国
家
機
関
と
し
て
の
性
格
を
持
つ
。
そ
の
こ
と
は
、

匪
で
の
ク
ニ
ヌ
シ
↓
ク
ニ
ノ
ミ
ヤ
ツ
コ
と
い
う
著
者
の
議
論
に
対
応
す
る
よ
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司書

う
に
思
う
。
大
化
元
年
九
月
甲
申
条
に
「
其
臣
連
等
、
伴
造
国
造
、
各
置
二

己
民
恣
レ
情
諸
掛
。
（
中
略
）
進
筆
立
一
時
、
其
臣
連
三
聖
等
、
先
実
収
敏
、

然
平
分
進
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
八
楽
章
氏
が
ミ
ツ
キ
進
上
の
主
体
は
国
造

で
、
国
造
が
進
上
し
た
物
か
ら
各
豪
族
が
自
分
の
部
民
分
を
と
り
、
そ
の
後

天
皇
へ
進
上
し
た
と
論
じ
、
お
そ
ら
く
畿
外
に
つ
い
て
は
国
造
制
が
大
枠
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

し
て
部
罠
制
を
包
摂
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
全
国
的
な

入
民
の
分
割
支
配
方
式
と
し
て
の
部
民
制
と
、
地
方
官
的
性
格
を
～
定
度
も

つ
国
造
制
と
の
関
連
に
つ
い
て
は
な
お
検
討
の
余
地
が
残
っ
て
い
る
。

四

　
第
二
部
「
律
令
公
民
制
の
諸
絹
」
に
つ
い
て
は
、
紙
数
も
な
い
の
で
、
論

文
ご
と
に
コ
メ
ン
ト
を
付
す
。

　
W
「
計
帳
制
度
試
論
」
（
一
九
七
二
年
）
・
付
論
「
計
帳
に
つ
い
て
の
再

論
」
（
七
六
年
）
が
本
書
中
も
っ
と
も
早
い
発
表
で
あ
る
。
ま
ず
「
計
帳
」

と
「
大
黒
」
と
は
同
一
の
実
体
を
さ
す
別
称
で
あ
り
、
計
帳
使
と
大
鋸
使
も

同
じ
で
あ
り
、
類
聚
三
代
格
延
暦
四
年
六
月
富
符
に
「
大
帳
内
目
録
」
と
あ

る
こ
と
か
ら
、
「
計
賑
」
（
大
帳
）
は
「
計
帳
画
名
」
（
戸
口
歴
名
文
書
）
と

「
大
雪
§
録
」
（
国
毎
の
戸
口
数
統
計
）
か
ら
な
る
と
す
る
。
つ
い
で
大
帳

の
名
称
が
成
立
し
た
時
に
こ
う
し
た
内
容
が
整
え
ら
れ
た
と
し
、
養
老
元
年

五
月
の
大
計
帳
式
の
無
下
を
と
り
上
げ
、
同
時
に
頒
た
れ
た
輸
租
帳
・
青
苗

書
式
に
も
国
司
監
督
強
化
の
意
図
が
み
ら
れ
、
こ
の
時
「
目
録
」
「
歴
名
」

か
ら
な
る
新
書
式
を
定
め
、
人
民
支
配
の
正
確
を
期
し
た
と
す
る
。
つ
ぎ
に

大
宝
令
で
は
「
皆
具
」
と
あ
る
か
ら
計
帳
は
国
単
位
の
統
計
的
文
書
を
さ
し
、

養
老
令
で
は
そ
れ
が
「
帳
」
に
改
め
ら
れ
た
こ
と
を
指
摘
す
る
。
ま
た
陸
奥

国
　
戸
口
損
益
帳
は
、
生
益
者
を
記
さ
ず
戸
籍
の
直
会
用
で
あ
る
が
、
死
亡
は

年
次
を
明
記
す
る
も
の
の
、
移
出
・
稼
出
往
は
「
大
宝
二
年
籍
後
」
と
漠
然

と
し
た
表
記
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
大
宝
令
後
は
毎
年
「
屋
録
」
の
み
が
作
成

さ
れ
、
「
歴
名
」
は
作
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
論
証
し
て
い
る
。
さ
ら

に
養
老
以
後
の
推
移
に
つ
い
て
は
、
天
平
年
間
に
は
実
年
に
は
計
帳
の
う
ち

歴
名
の
作
成
は
省
略
さ
れ
た
と
し
、
延
喜
式
の
段
階
で
は
、
書
式
や
勘
会
手

続
き
規
定
か
ら
み
て
鼠
録
の
み
が
作
成
さ
れ
て
い
た
と
す
る
。

　
そ
れ
ま
で
あ
ま
り
検
討
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
計
帳
制
度
の
は
じ
め
て
の
基

礎
的
研
究
で
あ
る
。
大
宝
令
の
計
帳
の
意
味
の
確
定
と
、
頒
下
の
大
計
帳
式

の
解
釈
の
二
点
が
主
張
の
骨
子
で
あ
る
。
後
者
に
つ
い
て
は
、
杉
本
一
樹
氏

が
、
正
倉
院
文
書
の
う
ち
確
実
に
京
進
さ
れ
た
計
帳
は
神
亀
三
年
山
背
国
愛

宕
郡
出
雲
郷
計
帳
と
阿
波
国
計
帳
（
欝
病
）
だ
け
で
あ
る
と
し
、
八
世
紀
中

葉
に
畿
内
に
お
い
て
目
録
と
歴
名
が
京
進
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
計
帳

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

本
来
の
機
能
と
は
別
に
力
役
徴
発
の
差
科
簿
と
し
て
機
能
し
た
と
論
ず
る
。

現
在
鎌
田
説
と
杉
本
説
が
依
る
べ
き
説
で
、
評
者
は
杉
本
説
を
支
持
し
、
養

老
元
年
制
は
唐
の
垂
撲
計
帳
式
に
倣
っ
て
整
備
し
た
も
の
で
、
延
喜
主
計
式

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

の
大
帳
式
そ
の
も
の
で
あ
る
と
思
っ
て
い
る
（
m
の
霊
亀
元
年
計
帳
署
名
軸

の
出
土
に
よ
り
著
者
の
説
は
そ
の
ま
ま
で
は
成
立
し
な
く
な
っ
た
）
。

　
と
は
い
え
、
大
宝
令
の
本
意
で
は
計
帳
と
は
目
録
で
あ
る
こ
と
を
論
証
し

た
意
味
は
大
き
い
。
そ
れ
ま
で
は
正
倉
院
文
書
の
実
例
か
ら
計
帳
と
は
熟
田

で
あ
る
と
無
前
提
に
考
え
て
い
た
の
だ
か
ら
。
そ
の
後
中
国
で
発
掘
さ
れ
た

吐
魯
番
文
書
中
の
永
徽
年
間
の
芦
口
帳
が
西
州
に
お
け
る
計
帳
の
草
案
と
考

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

え
ら
れ
、
律
令
制
の
計
帳
が
目
録
で
あ
る
こ
と
は
確
実
に
な
っ
た
だ
ろ
う
。

延
喜
式
に
お
い
て
も
目
録
の
み
が
進
上
さ
れ
て
い
て
、
日
唐
と
も
計
帳
は
下

墨
で
あ
っ
た
。
と
す
れ
ば
客
亭
を
送
話
さ
せ
た
の
は
き
わ
め
て
特
殊
で
、
杉

本
氏
の
詫
言
簿
説
は
説
得
力
が
あ
る
よ
う
に
思
う
。
い
ず
れ
に
せ
よ
本
稿
が
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基
礎
に
な
り
、
計
帳
の
作
成
過
程
の
検
討
な
ど
の
そ
の
後
の
研
究
の
進
展
が

導
か
れ
た
の
で
あ
り
、
大
き
な
意
味
が
あ
る
。

　
関
連
し
て
皿
「
郷
里
制
の
施
行
と
霊
亀
元
年
式
」
（
一
九
九
一
年
）
・
付
与

「
郷
里
制
の
施
行
坐
論
」
（
九
二
年
）
で
は
、
平
城
京
出
土
の
和
銅
八
年

（
霊
亀
元
年
）
大
倭
身
重
癸
上
郡
大
神
里
計
帳
（
歴
名
）
軸
を
検
討
し
、
出

雲
国
風
土
記
に
み
え
る
「
霊
亀
一
7
5
年
式
」
に
よ
る
郷
里
制
施
行
と
い
う
定
説

を
否
定
し
、
霊
亀
三
年
の
施
行
を
説
く
。
さ
ら
に
同
年
五
月
頒
下
の
大
計
幽

艶
・
青
苗
簿
式
と
　
体
で
郷
里
制
と
、
郷
戸
・
房
戸
制
が
実
施
さ
れ
た
と
補

強
し
て
い
る
。
な
お
～
般
的
に
は
霊
亀
三
年
よ
り
も
養
老
元
年
と
い
う
方
が

わ
か
り
や
す
い
だ
ろ
う
。

　
顎
「
律
令
国
家
の
浮
逃
対
策
」
（
一
九
七
三
年
、
奥
付
は
七
二
年
）
は
、

出
土
断
法
」
と
い
わ
れ
る
和
銅
八
年
格
に
つ
い
て
、
浮
逃
の
当
処
編
附
を
命

じ
た
の
で
は
な
く
、
口
分
田
を
班
給
せ
ず
浮
衆
人
帳
に
よ
り
把
握
し
て
調
庸

を
徴
収
し
、
本
貫
地
へ
還
ら
せ
る
政
策
だ
っ
た
と
し
、
平
城
京
造
営
に
よ
り

激
増
し
た
浮
逃
へ
の
対
策
で
あ
り
、
令
制
の
三
周
六
年
法
に
よ
る
除
帳
と
所

在
地
草
画
を
や
め
、
調
庸
徴
収
と
い
う
厳
し
い
処
置
で
、
同
日
命
じ
た
国
郡

司
へ
の
監
督
強
化
と
と
も
に
浮
礁
の
発
生
を
抑
止
し
よ
う
と
し
た
と
す
る
。

そ
の
後
の
養
老
五
年
格
が
浮
逃
を
所
在
地
や
編
附
し
た
「
土
古
法
」
で
あ
り
、

大
き
く
方
針
変
更
し
た
が
、
天
平
八
年
格
で
そ
れ
を
廃
比
し
、
浮
浪
人
帳
で

把
握
す
る
こ
と
に
し
た
が
、
和
銅
格
の
よ
う
な
本
貫
へ
逓
送
す
る
熱
意
に
は

欠
け
て
い
た
と
述
べ
る
。
著
者
の
和
銅
八
年
格
（
霊
亀
元
年
格
）
の
解
釈
は
、

現
在
通
説
に
な
っ
て
い
る
が
、
ほ
ぼ
同
時
に
同
趣
旨
を
論
じ
た
吉
村
武
彦
氏

の
位
置
づ
け
の
よ
う
に
、
養
老
五
年
格
も
土
断
法
で
な
く
ず
っ
と
本
貫
へ
の

帰
還
を
求
め
て
い
て
、
宝
亀
十
～
年
格
が
大
き
な
方
針
変
更
で
あ
る
と
の
考

　
　
　
　
　
　
　
⑨

え
も
有
力
で
あ
ろ
う
。
著
者
の
付
記
が
ほ
し
か
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
X
「
公
田
賃
租
制
の
成
立
」
（
～
九
七
三
年
）
は
、
田
野
1
1
公
田
条
の
大

宝
令
の
復
元
を
論
じ
、
尾
張
国
正
税
帳
の
復
元
か
ら
地
子
稲
が
正
税
に
混
合

さ
れ
た
と
す
る
根
拠
は
な
い
こ
と
、
大
倭
国
正
税
帳
に
み
え
る
稲
と
穀
の
交

換
か
ら
地
子
稲
が
連
年
国
衙
に
領
置
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
述
べ
、
大
宝
令
で

太
政
官
の
公
塗
料
と
し
て
公
田
地
子
の
京
進
が
規
定
さ
れ
て
い
た
と
す
る
。

浄
御
心
令
で
「
大
曲
」
は
成
立
し
、
税
司
管
轄
下
で
国
司
は
そ
の
田
租
徴
収

や
出
挙
に
あ
た
り
、
主
鋪
が
派
遣
さ
れ
て
田
租
を
統
制
し
て
い
た
が
、
大
宝

元
年
六
月
に
国
司
に
大
忌
管
理
権
が
付
与
さ
れ
た
。
一
方
、
大
鐘
に
は
屯
倉

の
税
が
含
ま
れ
、
そ
の
経
営
に
は
田
領
が
あ
た
っ
て
い
た
が
、
同
年
四
月
に

そ
れ
を
や
め
て
国
司
に
公
田
賃
租
を
移
し
、
そ
れ
が
公
田
条
の
成
立
を
示
す

と
す
る
。

　
尾
張
国
正
税
帳
や
大
倭
国
正
税
帳
な
ど
の
有
益
な
考
証
が
多
い
が
、
大
宝

令
の
復
原
に
つ
い
て
は
、
天
平
八
年
官
奏
を
ど
う
位
置
づ
け
る
か
問
題
が
残

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

り
、
養
老
令
で
新
た
に
定
め
、
部
分
施
行
し
た
と
の
考
え
方
も
あ
る
。
大
宝

前
後
の
｝
連
の
記
事
に
つ
い
て
は
、
一
つ
の
解
釈
だ
が
断
案
で
は
な
く
、
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

の
後
も
多
く
の
説
が
あ
る
。
「
大
盤
」
は
浄
御
蔵
令
で
成
立
し
て
い
た
と
説

く
が
、
大
筆
で
田
租
の
蓄
積
が
始
ま
り
貯
蓄
さ
れ
た
も
の
が
紋
税
」
で

あ
る
と
の
近
年
の
渡
辺
晃
宏
氏
の
説
が
参
照
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。

　
璽
「
日
本
古
代
の
人
口
」
（
一
九
八
四
年
）
は
、
鹿
の
子
C
遺
跡
の
漆
紙

文
書
に
よ
り
、
延
暦
ご
ろ
の
常
陸
国
の
掌
握
人
口
は
二
二
万
四
千
～
二
四
万

四
千
人
で
あ
り
、
こ
れ
を
も
と
に
奈
良
末
～
平
安
初
め
の
人
口
を
五
四
〇
万

～
五
九
〇
万
人
と
し
、
奈
良
初
期
の
人
口
を
、
一
戸
平
均
四
丁
あ
る
い
は
一

郷
の
平
均
口
数
を
用
い
て
四
四
〇
万
～
四
五
〇
万
人
と
推
計
し
て
い
る
。
澤

田
吾
一
氏
以
来
の
古
代
の
人
目
を
推
計
し
た
貴
重
な
研
究
で
あ
り
、
今
日
ま

ず
よ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
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V
「
平
城
遷
都
と
慶
雲
三
年
格
」
（
｝
九
八
九
年
）
は
、
慶
雲
三
年
二
月

の
百
姓
身
役
鋼
に
つ
い
て
、
同
格
の
「
筑
紫
之
役
」
が
大
宰
府
造
営
を
目
的

と
す
る
こ
と
か
ら
、
平
城
京
造
営
に
備
え
て
立
法
し
た
も
の
で
、
九
月
に
は

全
国
か
ら
八
丁
を
差
点
し
、
直
後
の
難
波
行
幸
は
平
城
の
地
を
視
る
目
的
だ

っ
た
と
推
測
し
、
平
城
遷
都
計
画
の
存
在
を
明
ら
か
に
す
る
、
す
ぐ
れ
た
着

想
の
論
考
で
あ
る
。
た
だ
庸
に
対
し
て
役
何
臼
の
等
式
関
係
が
あ
る
か
論
じ

て
い
る
が
、
無
償
労
働
に
み
え
る
部
分
に
意
味
が
あ
る
の
で
は
な
く
、
雇
役

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

制
を
補
完
す
る
規
定
だ
と
評
者
は
考
え
る
。
な
お
税
制
に
関
し
て
、
W
「
律

令
課
役
制
二
題
」
（
～
九
九
九
年
）
が
、
大
宝
律
令
で
は
課
役
は
調
庸
だ
け

を
指
し
、
養
老
令
で
も
雑
徳
を
含
ま
な
い
と
定
説
に
反
論
す
る
。
た
だ
日
唐

の
雑
徳
制
の
差
異
や
課
役
制
・
差
官
制
の
継
受
な
ど
全
体
像
が
不
明
な
の
で
、

評
者
に
は
説
得
力
が
感
じ
ら
れ
な
か
っ
た
。

　
工
「
日
本
古
代
の
官
印
」
（
一
九
九
四
年
）
は
、
諸
国
印
は
大
宝
四
年
に

鋳
造
頒
布
さ
れ
た
こ
と
、
内
印
・
外
印
も
大
宝
令
と
と
も
に
鋳
造
さ
れ
新
印

　
た
め
し

の
様
が
頒
布
さ
れ
た
こ
と
（
内
印
は
黙
黙
が
あ
っ
た
か
）
、
一
部
の
国
で
は

天
平
末
の
ほ
ぼ
同
時
期
に
最
初
の
改
鋳
が
行
な
わ
れ
、
天
平
宝
字
元
年
前
後

か
ら
国
印
の
書
体
が
大
き
く
変
化
し
た
こ
と
を
論
じ
、
あ
わ
せ
て
諸
国
倉
出

に
も
ふ
れ
る
。
つ
づ
い
て
H
「
律
令
制
国
名
表
記
の
成
立
」
（
一
九
九
五
年
）

で
、
国
名
表
記
は
律
令
国
家
に
よ
り
一
斉
に
公
定
さ
れ
た
は
ず
で
あ
り
、
大

宝
四
年
の
鋳
造
国
印
の
頒
下
こ
そ
が
そ
の
全
国
的
施
行
を
意
味
し
、
国
名
が

漢
字
二
字
に
統
一
さ
れ
た
の
は
、
四
字
印
の
形
に
規
制
さ
れ
た
た
め
と
論
ず

る
。
こ
の
時
の
公
定
国
名
は
隠
伎
、
因
播
、
薩
麻
で
あ
り
、
現
行
字
へ
の
変

更
の
時
期
を
考
え
、
薩
麻
国
の
成
立
は
大
宝
四
年
だ
っ
た
と
す
る
。

　
公
印
の
印
影
の
分
析
か
ら
始
ま
り
な
が
ら
、
そ
れ
が
律
令
国
家
の
国
名
制

定
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
く
見
事
な
着
想
で
あ
り
、
第
一
一
部
中
で
も
も
っ
と
も

鮮
や
か
な
印
象
を
与
え
る
考
証
で
あ
る
。
た
だ
し
、
令
集
解
の
古
記
な
ど
に

な
ぜ
あ
れ
ほ
ど
古
い
国
名
表
記
が
み
え
る
の
か
、
な
ど
新
た
な
疑
問
も
わ
い

て
く
る
。

　
鴨
「
律
令
制
的
土
地
制
度
と
田
籍
・
田
図
」
（
一
九
九
六
年
）
で
は
、
田

籍
と
は
、
田
令
3
等
分
条
の
規
定
に
根
拠
が
あ
り
、
戸
主
ご
と
に
戸
に
属
す

る
口
分
田
を
ま
と
め
て
記
し
、
里
別
に
成
巻
さ
れ
る
戸
籍
と
対
に
な
る
律
令

公
文
で
あ
る
こ
と
を
論
じ
、
一
方
田
図
は
、
田
地
の
所
在
地
に
即
し
て
ま
と

め
ら
れ
た
も
の
で
、
田
籍
の
欠
を
補
う
も
の
と
し
て
後
に
作
成
さ
れ
た
と
の

べ
て
い
る
。
そ
れ
ま
で
不
明
瞭
だ
っ
た
田
籍
に
つ
い
て
基
礎
的
な
事
実
を
明

ら
か
に
し
た
論
考
で
あ
る
。

　
双
「
大
宝
二
年
西
海
遵
戸
籍
と
班
田
」
（
～
九
九
七
年
）
は
、
西
海
道
戸

籍
に
は
浄
御
原
令
田
令
の
規
定
（
｝
歳
受
田
制
）
の
班
田
額
が
記
さ
れ
て
い

る
と
す
る
虎
尾
俊
哉
説
の
矛
盾
を
つ
き
、
こ
の
造
籍
は
国
印
が
捺
印
さ
れ
て

い
る
こ
と
か
ら
も
大
宝
四
年
ま
で
遅
れ
た
も
の
で
、
大
宝
令
に
基
づ
い
て
受

田
額
が
算
定
さ
れ
た
と
し
、
こ
の
班
田
は
西
海
道
に
お
け
る
最
初
の
班
田
で

あ
り
、
特
例
と
し
て
五
年
以
下
不
要
制
を
適
用
せ
ず
一
歳
以
上
の
全
員
に
給

田
す
る
こ
と
で
、
次
回
の
給
田
の
必
要
性
を
な
く
し
た
と
解
釈
し
た
。
虎
尾

説
批
判
と
し
て
は
説
得
力
が
あ
り
、
戸
籍
が
大
宝
令
の
新
様
式
で
あ
る
こ
と

と
も
整
合
す
る
が
、
虎
尾
氏
の
反
論
（
『
法
制
史
研
究
』
四
八
）
も
あ
る
よ

う
に
、
西
海
道
で
は
大
宝
に
い
た
る
ま
で
班
田
が
な
か
っ
た
の
か
、
な
ぜ
大

宝
令
で
「
五
年
以
下
不
給
」
が
作
ら
れ
た
の
か
な
ど
の
疑
問
も
あ
る
。

　
　
　
　
　
五

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

全
体
の
感
想
と
し
て
、
ま
ず
恩
師
岸
俊
男
氏
の
研
究
を
継
承
発
展
す
る
強

い
意
志
が
感
じ
ら
れ
る
こ
と
を
あ
げ
よ
う
。
ロ
ー
マ
数
字
で
付
さ
れ
た
章
番
　
　
即



号
に
も
示
さ
れ
る
が
、
研
究
手
法
と
し
て
も
、
多
様
な
史
料
を
徹
底
的
に
読

み
こ
ん
で
、
そ
こ
か
ら
考
証
を
く
り
広
げ
て
鮮
や
か
な
結
論
に
い
た
る
も
の

で
、
正
攻
法
の
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
な
研
究
で
あ
る
。
今
日
古
代
史
研
究
に
は

閉
塞
感
が
あ
る
が
、
本
書
を
読
め
ば
、
正
面
か
ら
研
究
を
進
め
て
い
け
ば
道

を
拓
く
こ
と
は
不
可
能
で
は
な
い
と
感
じ
る
だ
ろ
う
。
結
論
に
つ
い
て
異
論

も
述
べ
た
が
、
途
中
の
考
証
に
は
有
用
な
指
摘
も
多
く
、
学
問
と
は
そ
う
い

う
も
の
だ
と
感
じ
た
。

　
第
二
部
は
、
八
世
紀
前
半
の
諸
制
度
の
施
行
を
と
り
上
げ
た
も
の
で
、
八

世
紀
前
半
の
国
制
史
（
政
治
史
）
の
再
構
築
と
し
て
読
む
こ
と
も
で
き
る
だ

ろ
う
。
た
だ
し
著
者
の
史
観
は
、
八
世
紀
前
半
に
律
令
国
家
の
ピ
ー
ク
が
あ

り
、
以
後
律
令
制
支
配
は
衰
退
す
る
と
い
う
い
わ
ば
伝
統
的
な
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
吉
田
三
三
に
代
表
さ
れ
る
、
天
平
年
間
く
ら
い
に
よ
う
や
く
律
令

制
が
浸
透
し
機
能
す
る
よ
う
に
な
り
、
平
安
初
期
に
か
け
て
律
令
制
が
展
開

し
て
い
く
と
い
う
考
え
方
も
あ
る
。
著
者
が
明
ら
か
に
し
た
史
実
は
、
こ
う

し
た
考
え
方
に
た
て
ば
別
の
評
価
が
で
き
る
も
の
も
あ
る
よ
う
に
思
え
る
。

そ
れ
は
我
々
読
者
の
力
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。

　
最
後
に
、
ど
う
し
て
な
の
か
、
第
一
部
－
章
で
一
部
の
ペ
ー
ジ
に
9
ポ
活

字
が
細
長
に
な
っ
て
い
る
個
所
が
あ
る
（
三
～
1
三
七
頁
な
ど
）
。
こ
れ
だ

け
の
研
究
成
果
な
の
で
、
ぜ
ひ
再
版
で
直
し
て
も
ら
い
た
い
。

　
①
石
母
田
正
『
日
本
の
古
代
国
家
㎞
（
岩
波
書
店
、
一
九
七
一
年
忌
～
三
五
頁
。

　
②
森
公
章
「
評
の
成
立
と
評
造
」
（
隅
古
代
郡
司
制
度
の
研
究
隔
告
川
弘
文
館
、
二

　
　
〇
〇
〇
年
、
初
発
表
一
九
八
七
年
）
。

　
③
早
川
庄
八
「
選
任
令
・
選
叙
令
と
郡
領
の
「
試
練
」
扁
（
『
日
本
古
代
官
僚
制
の

　
　
研
…
究
隔
臨
石
波
書
唐
、
　
一
・
九
八
六
年
、
初
発
表
一
九
八
四
陥
牛
）
。

④
吉
田
晶
「
凡
河
内
直
氏
と
国
造
制
」
（
欄
日
本
古
代
国
家
成
立
史
論
睡
東
大
出
版

　
会
、
～
九
七
三
年
）
。

⑤
八
木
充
「
国
造
制
の
構
造
偏
（
噸
日
本
古
代
政
治
組
織
の
研
究
義
賊
書
房
、
一
九

　
八
六
年
、
初
発
表
～
九
七
五
年
）
、
拙
稿
「
律
令
国
家
と
畿
内
」
（
『
律
令
国
家
支

　
配
構
造
の
研
究
㎞
岩
波
書
店
、
一
九
九
三
年
、
初
発
表
一
九
八
五
年
）
。

⑥
杉
本
一
樹
詞
計
帳
歴
名
扁
の
京
進
に
つ
い
て
」
（
『
日
本
古
代
文
書
の
研
究
』

　
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
一
年
、
初
発
表
～
九
八
五
年
）
。

⑦
拙
稿
「
課
役
制
と
山
科
制
」
（
池
田
温
編
隅
中
国
礼
法
と
日
本
律
令
制
』
東
方

　
書
店
、
一
九
九
二
年
）
。

⑧
朱
雷
「
麿
代
“
郷
帳
”
与
“
計
帳
”
制
度
初
探
」
（
蝋
敦
焼
吐
魯
番
文
書
論
叢
』

　
甘
脳
人
民
出
版
社
、
二
〇
〇
〇
年
）
。

⑨
吉
村
武
彦
「
律
令
制
的
百
姓
支
配
の
特
質
」
（
噸
日
本
古
代
の
社
会
と
国
家
』
岩

　
波
書
店
、
～
九
九
六
年
、
初
発
表
一
九
七
三
年
）
。

⑩
榎
本
淳
一
「
養
老
律
令
試
論
」
（
笹
山
晴
生
先
生
還
暦
記
念
会
編
『
日
本
律
令

　
制
論
集
上
上
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
三
年
）
。

⑪
寺
内
浩
「
大
税
と
大
牢
」
（
外
業
日
本
紀
研
究
輪
二
六
王
、
｝
九
八
九
年
）
な
ど
。

⑫
渡
辺
晃
宏
「
律
令
国
家
の
稲
穀
蓄
積
の
成
立
と
展
開
」
（
前
掲
隅
日
本
律
令
制

　
論
集
』
下
）
。

⑬
櫛
木
食
周
「
日
本
古
代
の
門
労
働
価
値
」
基
準
」
（
百
本
古
代
労
働
力
編
成
の

　
研
究
』
塙
轡
房
、
一
九
九
六
年
）
、
拙
稿
「
唐
日
賦
役
令
の
構
造
と
特
色
」
（
池
田

　
温
編
『
日
申
律
令
制
の
諸
相
』
東
方
書
店
、
二
〇
〇
二
年
）
。

（
A
5
判
　
六
二
六
頁
　
索
引
四
〇
頁
　
二
〇
〇
～
年
三
月
塙
書
房
　
一
二
〇
〇

　
〇
円
率
税
）

（
東
京
大
学
助
教
授

）
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